
■

■

■ 対象者は次の条件全てに該当する方です。
・

・

■ 所得制限を設けない。

■ 国交省が定める断熱等性能等級が５以上であること。
■ 地域要件（社光～平和・清水沢・沼ノ沢・紅葉山地区の用途地域内）

※農業事業者及び従事者等の方は地域要件以外でも可能です。

■ 新築住宅取得費補助金の額
（１） 市民が新築又は購入し居住した場合 １００万円／戸
（２） 転入者が新築又は購入し居住した場合 １５０万円／戸
（３） 入居者に子供が１人いる場合 ４０万円／戸 加算
（４） 入居者に子供が２人以上いる場合 ８０万円／戸 加算
（５） 居住誘導区域内に新築又は購入した住居の場合 ２０万円／戸 加算
（例）

子供が2人いる転入者が、居住誘導区域内建設した住宅を取得した場合。

１５０万円（転入者）＋８０万円（子供が２人以上）＋２０万円（居住誘導区域）

最大　【２５０万円】の補助金となります。

■

・ 居住誘導区域とは

・ 転入者とは

・ 子供とは

申請時に住民票に記載のある１８歳未満の者をいう。

■ 工事の着工前に申請を行う必要があります。

■ 申請後、夕張市による書類審査を行い結果を通知します。

■ 工事の完了後に夕張市に完了届を提出する必要があります。

■ 受付期間は、令和8年4月1日(水)から予定件数に達するまで
・ 令和9年3月1日までに取得・工事完了できない場合は、受付できません。
・ 予定件数：1件　※補助金額によって件数の変動はあります。
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用語の定義

　夕張市立地適正化計画において、人口減少の中にあっても一定のエリアで
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続される
ことを目的とした区域をいう。

　補助金申請年度の３年度前における４月１日以降に夕張市に転入し、申請
日まで継続して夕張市に住所を有している者又は夕張市以外に住所を有して
いる者をいう。

夕 張 市 新 築 住 宅 取 得 費 補 助 金 の 概 要

補 助 対 象

建 築 物 等

補助金申請年度の４月１日以降に申請された新築住宅であること。

居住専用又は併用住宅で、居住部分が過半であること。

補 助

対 象 者

本市の住民として永住の意思を持って居住し、５年以上継続して本市の
住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市であること。

申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税等（市道民税、軽自動
車税、固定資産税、都市計画税）を滞納していないこと。


